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（学校教育目標）心豊かで自主性のある子

（６月の生活目標）廊下、階段は歩こう

「子どもたちが豊かに生きるために、とても大切な力」

校長 桑野 光枝

新年度がはじまって、2ヶ月が過ぎました。先週末の学校公開には、多数ご参観くださりありがとうござい

ました。また、名札着用および参観時のマナーへのご協力、主旨をご理解くださりありがとうございました。

保護者はもちろんのこと、大人がルール（決められたこと）を守る姿勢こそが、子どものお手本となります。

「安全、安心な学校」の日常化をベースに、引き続き取り組んでいきたいと思います。

さて、学校生活において、子どもたちが、生き生きと自立し、学ぶ力をつけ、自分の居場所も友だちの居場

所も大事にしながら過ごすには、「折り合いをつける力」と「へこたれない力」が、その成長には欠かせません。

これらの力は、これからの社会を生きるうえで、重要視される力でもあります。

このような力を獲得するためには、適切な時期があります。その時期を逃すと、その力の獲得には限界があ

るといわれています。その貴重な時期が小学生の時期なのです。つまり、「今」なのです。将来、豊かに生きる

ためにも、子どもの成長には、課題や乗り越えられる困難や厳しさが不可欠です。しかし、子どもたちに限ら

ず、誰でも、しんどいことや嫌なことは避けて通りたいものです。学校の行事や学習、運動などは、楽しい一

面、得意不得意も手伝って、子どもたちにとって、しんどいこともあり、面倒くさくなることもあるでしょう。

そんなときに、人を標的にした仲間作りや排除思考が常習化している子どもは、勉強することやがんばるこ

とをやめてしまいます。反面、課題を標的ならぬ目標にしている子どもは、ますます勉強を楽しんでがんばる

力を身につけます。

子どもたちには、人生を豊かに生きてほしいからこそ「折り合いをつける力」と「へこたれない力」をすべ

ての子どもたちに身につけてほしいと願っています。

こんな調査結果があります。子どもの頃に親に褒められた経験と、厳しく叱られた経験がともに多い人ほど、

大人になってから困難な状況に直面しても「へこたれない」傾向にあるそうです。子どもに向き合い、褒める

べきところは大いに褒め、悪いところはしっかり叱る。関わる大人が、同じ基準で叱ることも大事な要素です。

子どもへの無関心や放任がよくないことは、言うまでもないことです。

厳しい社会を豊かに生きる子どもたちを育むため、加えて、「折り合いをつける力」と「へこたれない力」を

育むために、「褒めることと叱ること」を大切に、教職員一同、保護者の皆様や地域の方々のお力をかりながら、

誤解を恐れず、学校教育を進めていきたいと思います。

変わらぬご支援の程、お願いします。

【下校時刻が変わります】

6月１９日（水）校内研究会を実施します。それに伴い、１９日（水）は４年１組は5校時終了後下校、そ

の他の学級は掃除終了後下校します。通常の下校時刻と異なりますので、ご予定ください。
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耳鼻科検診(3,4年生)
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(体育委員会
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プール清掃
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視力検査(1年)

みなと

お休み

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

視力検査

（くすのき)

水泳指導開始

（プール開き）

校内研究

(４年１組5校時授業、

その他掃除終了後下校)

(13:20)

放課後学習
環境体験学習

(3年、昆虫館)
お休み

2４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

児童集会
色覚検査

(4年、希望者)

クラブ活動

(アルバム写真)

放課後学習
歯科検診(全学年)

参観・懇談・
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学校評議委員会
お休み

７月１６日（火）校外児童会(5校時、集団下校)

１７日（水）給食終了 １９日（金）終業式

２３日（火）２４日（水）なかよしキャンプ

２２日（月）～２４日（水）夏休み学習教室

２２日（月）～２６日（金）夏休み水泳教室

定時退勤日について

教職員の勤務時間の適正化が義務づけられています。このことは、教職員が心身ともに健康で、心の

通い合う学校づくりの推進において重要視されています。このようなことから、本校では、週に一回か

ら、「勤務時間どおりの退勤」を守れるよう取り組んでいます。もちろん、子どもたちのために重要なこ

とがある場合や、緊急の場合はこの限りではありませんが、保護者の皆様や地域の方々にもご理解のほ

どお願いします。 教職員の勤務時間 ８時１５分～１６時４５分

「折り合いをつける力」とは、
物事や人とのできごとにおいて、不満を持つばかりではなく、納得できる妥協点を定める力。また、それを受
け入れる力。互いに意見や立場が対立しないポイントを見い出せる力。 時に、がまんすることも必要。

「へこたれない力」とは、
困難やもめごとなどの課題を、円満に解決することをあきらめずに前向きに進んでいく力。
失敗してもくじけずに何度でも挑戦しようとする力。

新学習システムによる教科指導について

兵庫県では、新学習システムとして、少人数学習や兵庫型教科担任制を導入し、子どもたち一人一人の能力や
個性の伸長をはかるとともに、きめ細やかなで多面的な指導により、確かな学力の獲得や子ども理解を目指して
います。そのため、高学年では、学級を２つに分けて学習したり、教科を決めて担任以外の教師が授業をしたり
しています。すでに、呉屋 弥生先生が高学年の授業を担当しています。
また、２学期には、これからの教育活動をよりよいものにしていくためにアンケートを実施する予定です。そ
の際は、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


